
⽇時：令和7年3⽉13⽇（⽊）16:30
場所：Web会議システム「Zoom」

⽇本慢性期医療協会
定例記者会⾒
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本⽇の内容

育児・介護休業法改正への対応
〜魅⼒ある職場を作る持続可能な体制構築〜

・目的   ：柔軟な働き方に対応できる持続可能な職場作り

・プロセス  ：代替要員確保、代替者手当、リモートケアの推進

・アウトカム ：産休/育休/有給取得率の向上、退職率の低減
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医療介護⼈材の需給バランス

⼈材確保難のなか、柔軟な働き⽅として育児介護⽀援制度が導⼊される。
就業⽇数減少により、⼀時的な基準維持が困難になることも予想される。

医療介護
⼈員数

就業⽇数 ⼈員基準
医師配置
看護師配置など

法定休⽇数
有給取得率など

現役世代⼈⼝減少
他産業流出

対応策：ベースアップ評価料
処遇改善⼿当など

2025年4⽉/10⽉
育児・介護休業法 改定
出⽣後休業⽀援給付⾦ 創設
育児時短就業給付⾦ 創設

⼈材の需給バランスが崩れてきている

供給⼒の
さらなる減少
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育児⽀援制度（例⽰）

短時間勤務者の増加（3歳まで→就学まで）は、現場運⽤を難化させる。

出所：厚⽣労働省 育児・介護休業法について「 令和６年改正法の概要（政省令等の公布後）」

１．（１）子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

：現行の努力義務：見直し：現行の権利・措置義務

※始業時刻の変更等：フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

育児休業、又はそれに準ずる措置

出生 １歳 ３歳 就学２歳

育児休業

短時間勤務制度
○1日６時間とする措置。

（※）様々なニーズに対応するため、 1日６時間
を必置とした上で、他の勤務時間も併せて設
定することを促す。（指針）

○労使協定により、短時間勤務が困難な業務に従
事する労働者を適用除外とする場合の代替措置
・育児休業に関する制度に準じる措置
・始業時刻の変更等（※）

所定外労働の制限（残業免除）

時間外労働の制限（残業制限）（24時間/月、150時間/年を超える時間外労働を禁止）、深夜業の制限

柔軟な働き方を実現するための措置
○事業主は、

・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等
・養育両立支援休暇の付与(10日/年)
・短時間勤務制度
の中から２以上の制度を選択して措置する義務。
労働者はその中から１つ選べる。

※テレワーク等と養育両立支援休暇は、原則時間単位で取得可
※措置の際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける
※３歳になるまでの適切な時期に面談等
※心身の健康に配慮(テレワークでの労働時間の適切な把握等)（指針）

所定外労働の制限（残業免除）の延長

子の看護休暇 就学以降に延長
（小学校３年生まで）

取得事由の拡大（感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式及び卒園式を追加）、
「子の看護等休暇」に名称変更、勤続６か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みの廃止

フルタイムでの
柔軟な働き方

育児目的休暇 育児目的休暇
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改正の趣旨
子の年齢に応じてフルタイムで残業をしない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高くなっていくこと（女性・正社員）
などから、男女とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を両立できるようにしていく必要がある。

見直し内容

テレワークを追加

出生時育児休業
（産後パパ育休）

始業時刻の変更等（※）
テレワーク（努力義務）

8:30

17:30

10:00

16:00

8時間
勤務

(休1時間)

6時間
勤務

(休0時間)

夜勤⼊り

夜勤明け

時
短

常勤換算
1.0 0.75

「ここだけ勤務」
（0.125）は皆無

時短はこの前後
に集中

引継時は不在

現場は数字遊びではない

残業で対応
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育児休業給付

産後パパ給付も充実し、育休による⼀時的な不在や時短勤務者の増加は
確実。現場でのやりくりはさらに困難になる。

令和7年4⽉1⽇
創設

育児休業等給付について

両親が育児休業を取得した場合、
28⽇間の休業中、⼿取り100％相当を給付

時短により賃⾦低下した場合
10％相当を給付

出所：厚⽣労働省「育児休業等給付の概要」

28⽇間の⼈員確保
（2回まで分割可能）

時短対応の⻑期化
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5.0

7.7

0.4

1.3

0.3

1.1

0.0 20.0 40.0 60.0

看護師

医師

准看護師

臨床検査技師

薬剤師

診療放射線技師

管理栄養⼠/栄養⼠
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基準と業務への対応

配置⼈員が少ない職種が減員した場合、⼈員基準の確保だけでなく、
残った職員の業務対応も容易ではない。

出所：厚⽣労働省「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査･病院報告の概況」

病院の種類・主な職種別にみた100床当たり常勤換算従事者数

少数職種は1⼈の休業が
与える影響が⼤きい
（基準、業務負荷）

64.0

20.7

4.4

4.7

4.1

3.8

2.0

0.0 20.0 40.0 60.0

看護師

医師

准看護師

臨床検査技師

薬剤師

診療放射線技師

管理栄養⼠/栄養⼠

57.5

18.1

5.0

3.9

3.6

3.3

1.9

0.0 20.0 40.0 60.0

看護師

医師

准看護師

臨床検査技師

薬剤師

診療放射線技師

管理栄養⼠/栄養⼠

⼀般病院 精神科病院総数

全体
146.6⼈

全体
162.3⼈

全体
67.0⼈ 1病院あたり病床数平均は182床
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事業者助成⾦制度の対象

残った職員への⼿当⽀給や代替⼈員雇⽤などの助成⾦は存在する。
しかし、⼤半の病院は職員数100⼈超のため、⽀給対象病院は3割程度。

リハビリ介護に必要な「量と質」

出所：厚⽣労働省「2024年度の両⽴⽀援等助成⾦の概要」「医療法⼈に関する中⼩企業の範囲について」

常勤換算100⼈以下は、99床以下
病院（36％）「医療施設調査」

中⼩企業対象

⼈員基準は規模には無関係
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これまでの診療報酬上の措置

働き⽅の変化や緊急時において、診療報酬も柔軟に対応されてきた。

新型コロナウイルス感染症常勤配置要件の緩和

柔軟な働き方 緊急時の特例

⼈員配置基準への診療報酬の対応

医師、看護師、リハビリ専⾨職などの
⾮常勤職員

（週3⽇以上かつ週24時間以上勤務）
を組み合わせた常勤換算など

管理料、加算、特定⼊院料
リハビリテーション料 など

⼊院患者の急増、職員が感染した
ことによる⼀時的な看護基準不⾜

3⽉間変更届不要
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課題と対応策のイメージ

働く側が柔軟でも基準や現場が硬直なままでは対応できない。経営、
患者の利益（医療の質）、職員負担を解決しながら推進する必要がある。

職員負担

リモートケア

マルチスキルトレーニング
期間を定めて減員可とする

柔軟な⼈員配置

オンラインでの診療、薬剤/栄養指導、
STなどリモートでも可能な業務

医師による放射線機器操作
看護師による薬剤/栄養指導など

助成⾦の対象

医療の質病院経営

基準を満たさない

減収、返還

必要なケアができない

療養環境、ADL、
検査、指導などの低下

業務負荷の増⼤

⻑時間労働
離職

課題

代替⼈員雇⽤/プール制の導⼊
有給休暇/育児介護休業取得率、
時短適⽤率などに応じて加算

休業/時短による減員時の課題と対応策（案）

対応案

残業以外での⼿当⽀給

業務効率化
DX化、書類の簡素化

業務改善
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業界の魅⼒作りをデザインする

医療介護の⼈材確保は必須課題。魅⼒ある職場とするためにも、柔軟な
働き⽅に対応できる持続可能な体制を構築すべき。

アウトカム

プロセス

⽬的

柔軟な働き⽅に対応できる魅⼒ある現場作り

指標設定/測定

実践⽅法の確⽴

明確化

ポイント 魅⼒ある職場作り

柔軟な働き⽅に対応できる
持続可能な職場

・代替要員確保、プール制導⼊
への評価（加算）

・業務代替助成⾦の対象化
・リモートケアの推進
・通常業務の効率化

産休/育休/有給取得率の向上
退職率の低減

慢性期治療病棟

病態を改善し、在宅復帰を促す

7病態（誤嚥性肺炎、低栄養、
脱⽔、褥瘡、尿路感染症、⼼不
全、その他の感染症）の治療
+
病態の急性憎悪対応
（慢性期救急）

7病態の改善度、改善期間



良質な慢性期医療がなければ
⽇本の医療は成り⽴たない

〜今こそ、寝たきりゼロ作戦を！〜


